
間Il機期高齢者終末期相性支檀料についての意見   

782  金額によりますり 200点け金額にしていくらですか？   

783  後期高齢者という名前は付けない方が良い。   

78■1   

患者の十分な用解を得る為に話し合いをわい、医師や看護師に今後ナ想される病状の変化に加  

え、柄状に農／丸、た介ミ隻を含めた生活友層してFさい。   

後期高齢者終末期相談支援料、患者l人一）き】回の踊定だから良いと思うが、これが話し合い  
785  

を子iうたびに笥定されるのではだめです，   

7別i  病如こなる人1三縄條ない。f▲供でヰ，大人P‡）色々な病気になるっ そんなこともわからんか！   

支援料を支払うことによって、公平な立場で相談できるように思います。今までの考え方（私  

7R7  なりの）ですと、‡；時間をとらせて申し訳ない気持ちでいっぱいになると思います。   

7RR  「後期高齢者終末期相談支援料j（200点）～ほどれくらいの金額ですか？   

診療費が支払われることは、好ましいことなのか好ましくないことなのか判断は難しいと思い  
78？  

：たす。   

790  不必曹   

79l   

終末期相談支援料の支払いほ、後期高齢者のみに限定すべきではなく、全て胤齢者を対鏡とし、  

年齢に上／Jて線引きすべきではない。   

紬も75才になるまではまだ15年ヰ）先だし、自分の場合はもっと先の詣ですので、その頃には  

792     この制度も変わ′）てると思うので今は何とも言えません。あまり興味がないといった方が近い  

感情かもしれません。   

79：l  今i土まだよくわかりません。   

794  後期高齢者は終期相談支援料は支払う必要はない。   

795  75才以l二と区分して支払う必熟まない。   

79G  対象を「75歳以L」とする合確約理由が知りたい。75歳以上に制限する必窄はないと思う｛   

なぜ75歳以上が対象なのかわからないn 重い病気、病気の度合いに年齢は関係ないのではない  

797      かと思う。またその心配鷹、悲しみ度、不安度など心は年齢ではないと．呪う。≡トゲ年欄に／〕い  

て支援糾ま…病気度やもろt｝ろによって差をつけるべき。   

例えば、ガンなど治る見込みがない病気の場合には㌃できるだけ長く生きていたい」とか「短  

〈ても充実した自分なりの時間を過にしていたい」など患者に上って考え方はさまざまであり、  

またその本人の乳甘は薄奄されなりればならないほずですrという意味で希望する人には終末  
798  

期相談ほ欠かすことができない医療行為の一部と考えます。医師等医療従事者が行う医療行為  

であれば、そこに費用負担が乾生するのは当然です。となれほその費用負料こついて公的保険  

が適用されることは自然であり，また当然と考えますゥ   

799  お世話されれば年金に関係なく、介譜料というか手数料というものは当然だと私は酎、ます。   

800  人変良いことと思います。高齢になると働くことt，できない、収入も少ない、体力がないむ   

801   

医礁機関が相談にとられる時間や手間（ト調べや準備）を考えると、無料というのは医僚機関  

だりに負担を強いるのでは。（適正な価格であれば）あっても良いのではないか。   

HO2  75歳以上二でなく全ての重い患者に支払われるべき。   

間11後期高齢者終末期相談支檀抑こついての意見   

話し斜、ほ人事だと思いますが そこに料金が発牛することにさ土納得㌣きまサん治轢い 照  
763  

であり、そげ）人を知る（闊酎 し．で大切なことだと考え壬寸   

764  相談支援糊i必要で【1／亡い上．粗いモす 

7fI5  なぜ75才以卜を対談に十ろのか   

命郁にも上ると悟いますが、n分が病腐一や終来期をきf）んと′受け人れL、ノれ、その終末掛川應ご  

7（i6  L力をE‘】～ナで決めたいと．軋った時に、利用できるナfJノ良いと勘、モす   

長隼、社会に貢献してこりした高齢首に対し．ては、戸一学し、支援1無料金け無料が良いl照い  

ますレ   
老齢に1ごり卜分／亡判断がてき／亡い終末脚＝こ／∫り ノトきる札j△みけ－／畑＼＼を色々／亡管を′ノ〉／亡いで  

7fiR      一Lかされるのほいやです‖ 組込みけ）／よい人ほ㌢く終末を迎えたんが皆（家族）ノ〕．為に卓．1主いと  

配う‖ 話しノ合う必要はない【   
相談支援料などの報酬制度が／ごりれほ、親身な終末期医療を受りら1しないのかと‖本人【ハ心に  

7f19     射し淋しさを感じます。しかしそ1せざるを得なし、なLてJ、とりあえずその制度の話し合いを進  

め、すみやかに実子「して欲しいと．軋い託す。   

77（）  医師の判断に任せる。   

文章を読んで畑内容がよ〈｝）か「J／～いノ「ノナまでi．川警だったが、こ〔／）制度で援助されうよう  

771     にな′ノた」といぅ愚昧なけ）か「こういう話しでH、＋丈斉に王とめる」二とn体が初めてfrオーれ  

るという∴となのか全然わからない 
772  患者本人に終末期についてのト分な話し合いの機会が得ちれることとなり好ましい．   

医療従事者が話し含し、をした際に、柵談料を払うことけいいと思うけれど、二れを利別してお  

金を稼ごうとする懐古がたくさん川てくるだろうかrJ、チ⊥ツクする機関が必要だと．捏う。閲  
7了3  

時に患者の家族などのクレームや要求が増すことがあると一やヲ，う〔ノ この2／つを解決できる／亡ら支  

援料を払・二二とはいし、と．餌う   

774  診蠣費の負和が増えるかFノ（隼金額は少なくよけし、オ拍1凱t無理）′   

伸談した瓢柄の文蔚を希望してもゃ料なら諦めざるを特ない人持多いiユずだて g勇者切捨このよ  
775  

うな制度には新聞反対するものである‘   
TTト  初めて㈲いたことであれなんですが、あまりいる⊥うな∴とでけないかなと黒い宣しr‾L   

終末期というのIl苦し、方で卓Jあること／」：のにどうして後期高齢者と決す）ているげ）か、押爾てき  

777     ない＿ そのと、相談したしわ金がかかるなんて居じられない。それでなくてレけ金がかかるの  

に■・かえ′）て相談することをため「．′）てしこたいそ・うP▼寸   

778  実際にけビンとこない   

何を和談しノてし費用がかかる時代なので仕方がないとも）言えないが、憩1引iそれまでに．診察料  

779     等を支払1）ているのにそれ以1はl転校機関に支払う必軌tないと．望、う ましてや高齢石小らな  

んてiうかしいと凧う。公的といってbめぐ／）て負担しなりればならなくなるitず。   

7RO   

医師の仕事に対する紺酬なので支払われる′くきだと．配し、ますが．そオti二村する個人的負裾土で  

きるだり一友くして欲しいと．巴．し、ますぐ   

7f‖  後期高齢者にあまり負担をかけない寿が良いと思います 

ー120－  

間11後期高齢者終末期相談支檀矧こついての意見   

病気への治療とアフター（相談）を別のものと考えることは足か否か。考えは様々だと思いま  

821     す。病気になった時ほ保険会社へ提目する診断書は有料ですが、考え方はこれと同じなのでし  

上うか。   

822  本当に医師が親身になって相談にのってくれるならいいと思うが＝㌧   

823  後期高齢者終末期相談ということ自体、おかしいと思う。   

心配や不安がたくさんある思いで、患者本人が納得できるまで相談して欲しいです。ただ75才  
824  

前だったらどうなるのでしょうか。   

825  患者と医師との信搾感がなくなるのではないか？義務で話しているように聞こえる。   

75才以ヒという年齢を限定することは違うと思います。年齢で病気なるわけでIiありませんか  
82f）  

ら。   

後期高齢者と限定するのではなく、すべての終末期患者に対して終末期医療が必要ではないか  
827  

と思います。   

828  相談料が支払われることで相談しやすくなるように思います（特に家族は）。   

829  終末期相談だけでなく、生きる為の相談にも支援料は支払われるべきだと思います。   

今厳しい家計の中で医療費もかかるので、それ以上の負担は本人にとっても苦しいし、その為  
830  

に保険料を支払っているのにおかしい。   

治る見込みがない病気について、家族と医師が治榛や生活のことで話し合うことは、有料であ  
831  

／つても必要なことだと思う。   

832  75才以下でも治る見込みのない重い病気の人bその対射こ入れるペきだと思う。   

相談支援料を支払われることは当然だと思います。色々と関係者の方に親切に指導していただ  
833  

くことで自分も安心して医撹に専念できると思うから。   

終末期であると医師が判断した場合、患者の十分な理解を得る為に話し合いを行い、その内容  

834     を文書等にまとめて提供する場に相談料が発生するのは当たり前で、また病院にいくと何％か  

の負担で治療が受けられると同じで、末期相談支捜料も必要と考えます。   

話し合いをすることは重要だとは考えますが、患者本人に対してそれを行うことは疑問を感じ  

835     ます。患者全且が自分の病気を受け入れられるとは考えられないことです。ですから、相談支  

援料にしては全ての患者に対してあてはまるか壁間なので、t成とも反対とも言えません。   

836  終末期相談支援料は、75才以上の年齢の線引きは？   

837  終末期相談支援料は、所得の高い・低いの関係はどうなのか？   

838  一回は限り支払いならいいし、何回b話し合いを行っていただけるならいいと思います。   

839  高額でなければ支払っても良いと思います。   

わざわざ支援料として表明しなくても、希望するしないにかかわらす診療動こ含んだらいいか  
糾0  

と思う。   

84t  必要な制度であり、一早く凍結解除されるべきだと考える。   

842  最終ページの参照説明文を朋んだ結果、相談支援料を払っても良いとの判断に達しました。   

843  自分がその立場になってみないとわからない。   

84・l  支援するとなると無駄に使う人がいそうなので、自己負担が好ましい  

問11後期ホ齢看終末期相談支檀料についての意見   

現在、自分が仕事もほとんどなく国民保険料を支払うの蜃，大変です．支援料に対する隼齢も先  

SO3     のことで、今の考えほ色々なことがあれば、また私達がお金が芳しくなるから支援料u必要カ  

いと思います。   

804  当然のことと思います。   

RO5   

75歳以Fであっても患い病気で亡くなる可能惟lま卜分にあるので、年齢で区分するのけどうか  

と思うrJ   

ROfl  支ほ料をノ支払ってト分な話し合い・相談ができれば良いと恩う   

807  年齢で区別するのは間辟。   

堅い病気などで医師から過ごLノ／や病状の変化をイ云えられるのけづたり前なのかと思いモした  

808     が、実際は違うんですね。私自身その壬仁場（患者）になっていないのでわかりませんが、後期  

高齢者終末期相談支援料はおかしいのかなと思います‘   
809  なくてしよい。   

話し合いの内容が患者にと′Jて、ある稚度理解ができ、また患者本人げ）心の支えになるbので  

810     あれば・・・等、かなり難しい要素があるようにも思うし、相談支援料についてけもう少しノあらゆ  

る角度から検討されるべきものではないかと考えてし、る。   

別1  高齢での支払いは、経済的にもきついので支援してし、ただけることはありがたいと患いますり   

余命が決められているなら、金はとらないガが良いい ただでさえ医療金など高額なのにい …少  
引2  

し相談等の内容を変え、患者の負担金を少なくできるようにして欲い、。   

家族に世話になっている高齢者がいたとして家族に負担をかけられないしとか、家族側がそん  

f‖3     なことにお金を払うなんて・・・と思った結果、十分な相談ができなくて間遠った方向にその後進  

んでいったら・・・と服うと、金額が発生するのはあまり女fましくないと．即、ますく   

相談するのは良いことだが、情報提供については医療者としての義務である為、そこで料金を  
針目  

とるのほおかしいハ   
史書にまとめたものを希望しないので、現時点でほ必智惟を感じない、文書にまとめないと支  

R15     援料が支払われないのであれば文書を希望しない者に対してt，文需の提供をすすめられるので  

はないかと不安である，   

ると思います√、後期高齢首終末期相談支援料It必要だ  

いて専門的知識から患者のミ）場iこたって相続してもら  

ったことlこ対して、当然ではないかと思います（文謬化により内容が確諾でき、医撹樽閲とも  

合意の内容が共有できることIi制度的にも大きな前進と．勘、ます‖ 従って相談支援料ほ、当然の  

報酬と考えるペきではないだろうか！   

料金をとるということはそれなりに詳しい説明が受けられると思うぐ無料の場合、その期待が  

医礫保険全体を見直す時期だと思うり 医師不足・患者ゾ〕タライ回し等に／八、ても国の制度が不  

820  終末期頼政支援料は年齢は区分‖せず関が負担す11げよい  



間1t 後期高齢者終末期柏餅支檀料についての暮見   

知り合いにホスピスに行って患者さんと一緒に話をしたり相談を受けたりとボランティア活動  
865     をされている方の話を聞いているので、もし自分がその立場になったら、相談にのってもらっ  

て専門家の意見を聞きたい。   

866  色々考えたがわからない。   

75歳以下に終末期の人t）いるのではないだろうか？その人連の相談支援料みたいなものは年齢  
867  

制限はなくても良いのでは。   

868  年老いた方に最期まで料金を払わせるのは良くない。   

相按料がかかるのはやむをえないことだと思う。若くても重い病気にかかることもあります。  
86g  

年齢区分は必要ないと思います。   

話し合いは必要だと思うし、時間を熱いてもらう以上、費用がかかるのは当然だからあるべき  
870  

とは思う。   

高齢者のみがそうなる可能性があるわけではないのに、年齢制限があるのは間違っていると思  
87l  

う。   

自分自身または家族が「その時」を迎えた時に、冷静でいられるはずがない。第三者である医  

872  
療のプロを交えあらゆる角度から現実を騰まえ、ベストな方法をさぐりそれぞれが幸せに生き  

る為の手段を整理する。生かされているのではなく、各々が生きる為にも必要な制度だと考え  

ます。   

873  挫期高絆者に限定しなくても良いのでは？   

8丁4   

何でもお金がかかるのはあまり納得いかないが、終末期の相絞等、確実に結す時間・機会せ与  

えてもらえるのは安心感がある。   

875   
医師としては当然のことのように思われますが、相談料として払うのは商品を買うに当たって、  

色々と相鮫して購入するのですが、それにお金を別に取られるのと同じように居います。   

876  難しくてよくわからない。何とも言えない。   

8丁7  必要性についてょくわからない。ないとどう困るのかがはっきりしていない気がする。   

878   
治る見込みがない状況になることは75歳以下でb同じ状況で、なぜ75歳以上に槻定するのか  

よくわからない。75歳以下でも同様な制度があるのですか？   

879   医療従事者からアドバイスをもらった方がより専門的な意見を得られそうだし、相隣をしても  

らったら対価を払うものだと思います。   

880  75才以上を目安にしている理由はわかりません。   

88l  診察内の中で説明していただきたい。   

882  ★成はできない。   

883   
金鉄が発生することで相紋をためらう人が出てくるかもしれないことを考えると、相談支援料  

という考え方がおかしいと思う。   

884   
75才以上にかかわらず、保I代でも重い病気などで治る見込みのない状態の人い、るのと思いま  

すので、なんとも複雑な気持ちです。   

885  できれば65才以上（思い病気の人に限り特例があればよいかと思い立す）。   

間11後期高齢者終末期相鋏支檀料についての豪農   

845  文書にしてくれるのはありがたい。無知経で医師の説明がおそらく理解できないので。   

848  後期高齢者終末期柏餅支援料は導入すべきでない。   

本来医師は患者の終末期まで患者や家族と話し合いをするのが当然であって、相談料を得よう  
847  

とするのは間違っていると思う。   

848  その時になれば支援料は仕方ないと患います。家族（息子）に教えておきます。   

849   

相続支援料があるのはおかしいと思います。医師がすべき仕事なのではないのでしょうか！！今  

までどおりお金がもらえない方が良いと思います。   

自分の最期の過ごし方を相談できるのは医師や看護師だけで、でも相談することによってお金  

850     の支払いが発するとは何とも冷たい感じを受けるものです。制度となった今は仕方がないと綿  

めるしかないとは思いますが、終兼ケアのできる施設等を増やして欲しいです。   

医療機関がビジネスとして相肢科傾ぎに足らないかい患者・家族と十分医師の確担ができるか、  

851     必ず法の抜け穴をつかれると思います。しっかりとした法整備と公平な監視・監甘機関を設け  

るペきと思います。   

852   

私の家族で主人の兄が後期高齢者保険を払っていますし、兄自身は年金も少ないのに保険料が  

高くてかわいそうです。   

853   今後終末歴魔の増加によって、医師等の負担が増えるというのであれば、医師の増加をはかる  

とか別の方法を考えるべきではないか。   

854  終末を含めた話し合い、医療の根本ではないか。   

855  75才まで日本を支えて幸た高齢者に負担をかけるのはどうかと思う。   

856   
なぜ後期高♯者のみそのような制度を作ったのか疑問であるb特定の年齢層を対動こした制度  

は反対である。   

857  支援料が支払われるから適当に説明するような制度になりそうで心配である。   

858   診療方針の言古し合いが息着が納得のいくまで話し合ってbらえるのなら一回限りの算定は良い  

と思います。これからも患者の気持ちを一番に尊重してもらえることを願っています。   

859   

よく理解できてないので具体的なことはわかりません。年齢にかかわらず医師などには相談料  

を支払うことがあってもいいような気もします。個人が負担するのでなければ。   

860   高齢者への負担はできるものならば、ない方が良いという考えです。健康面・経済面で不安な  

患者の担当医になった時、その患者の肉体面・精神面を最期まで診察するのが、医師の仕事だ  

と思います。それに対して相談料を支払うのはおかしいと患います。   

良いことだと患います。自分の末期について本人で決めたい、また家族や他の人に負担をかけ  

たくないこともある。   

必要であると思うが、今の自分では何と表現していいのか思い浮かばない。50～60歳くらいに  

なれば、今とは違う意見が思い浮かぷと思う。   

864  何とも言えない。私の場合は必要ありません。   高齢者には負担がない方が良いです。  861       862       863  
．12）．  ．124．  

問11捜神木齢書♯末期相旗支援斜についての景見   

886   あなたは終末期ですよと言われると、個々の考え方が違うと思います。私は家族と話し合い自  

然にまかせたいと思います山   
朋7  患者本人が病状を十分理解し得る状態か？   

まず「後期商鉾者終末期相族支援料」という言葉を初めて知りました。内容についても今まで  

郎8     深く考えたこともありませんでした。ただ、高齢者に限らず終末期の治療執ま全国民が平等に  

おこなわなければならないと思います。   

889   
人間は経でも重い病気の場合、終末期を迎えねばならないので、医療従事者によって患者が安  

心して穏やかに・一日一日を終えることができるならば、相談支援料は必雪だと思います。   

自分が病気になった場合、病気の重い軽いにかかわらす、医師や看護師から押しく内容につい  

て説明をお聞きしたいと考えております。ですから、相談料をとることや終末期と年齢75才以  

890        上と限定する理由がよくわかりません。医師や看護師との話し合いの時作＝こ対する報酬という  

ことなのでしょうか。人間が人間らしく最期を迎える為に、医療機関に支援料を支払うという  

ことに違和感を持ちます。   

891   話し合いをした方としない方との差別など生することはないでしょうか。確かに病気の方全員  

に話し合いをすると医療樽朋の負担が大きくなることは理解できます。   

892   
治療の【濁とすれば、お金を支払うのは仕方がないかもしれないが、75歳以上という年齢が支  

払いの基準になっているのはおかしいと思う。   

893  医師等は仕事の－一部として働いている（指し合い）のだから仕方ない。   

私の場合は、現在夫と共に健康に恵まれ、あまり終末期に対する不安も今は特にありません（明  

894  
日はわからないことは考えることもありますが）。60才一65才くらいの年利でもかなり病弱な  

人を見かけることもあり、相談・支援も必要性があるように受け取れる方い、るのではないで  

し上うか。   

その人ごとに体力気力などが異なり、75才と区切って決められるものではないと思います。75  

895     才にならず若くても必要となることがあるのではないかと思います。そのようになると75才の  

後期高齢者終末期頼政支援料と決めてしまうのは私としてはちょっと考えさせられます。   

896  単純に患者への支重菱をもっと増やして欲しいと思う。   

ただでさえ年金で苦しくなっている高齢者から…という気持ちもあるが、最期の時を色々話し  

897     合えることで精神的に落ち着くことが効果としてあるとするならいいかl〉と思います。   
「後期高齢者終末期相談支援料」・・・聞いたことはありましたが知りませんでした。私自身も両  

898  躁の年齢が共に70歳を超えているので、とても身近な間屡になってきていると患います。頼政  

支援料は1回限りの算定とのことですが、制度そのものは家族にとってはありがたいものだと  

思います。   

899   医療者と患者家族の考えが必ず－1致するとは限らないので、十分な話し合いとそれを文章化す  

ることは、後々の間皆が起きた時、必萎だと考えます。   

900   
利用する人はすれば良いと思う。必要なければ文書を受け取ることもないが、年齢制限（75才  

以上）を守るペき。   

間11後期高齢者終末期相談支檀割についての意見   

901   
支援料が公的医療保険から全額支払われるのか、患者側にもある捏度の負相がかかるのか、t】  

う一つ内容がつかめないが、もしかかるとしたら、経済的な配慮を考えて欲しい。   

902  医撰経♯のない素人には、医療機関等へお願いするしかないので、仕方のないことかなと思う。   

後期高齢者終末期相萩支援料のことは、初めて聞く言葉で、あまりよくわかりません。指し合  

903     いをすることは本人、家族にとって良いことだと思いますが、そのことに料金がかかるのはど  

うかなと思います。   

904  良いと思う。   

905  後期高齢者の年齢（75才）に線を引くこと事態がわからない。   

908  料金が不明だが、あっても良いと思う。   

907   まずは、この制度の周知を徹底し、利用するかどうかを含めた国民の理解を†黒める為の努力を  

もー）とすべきだと思います。   

908  相談料が必要となると、相談したくてもできない方も居られるのではないか？と考えます。、   

主人の父（姑）が91才、実母が84才で私の家で最後をみとりました。患者本人は、75才以上  

909     には十分な理解を得る話し合いは必要ないと思います。家族には丈蘇等の提供して欲しいと思  

いますので、支援料は必要であると思います。   

自分自身（75才以上の愚者）が自分の最期について意思決定をできるので、惑くはないと思い  

ますが、中には、本当は延命療養をしたいと思ってし この年齢の患者の場合、介護をする自  

910         分の子供やその配偶者に気を遣い（もしくは強要され）自分の意思を出せない場合があると思  

います。ですので、年齢区分を外し、皆→律の制度にすれば患者さんもその家族も「そういう  

制度だからしょうがない」ともっと気を楽にして相鉄に望めるのではないのか？と思います。   

911   制度的にはいい制度とは思いますが、本当に必要ときれる方が受lナられるのか？医師によって  

基準が曖昧になっていないか不安もあります。   

話し合い、文書にまとめて内容の提供を行うことは良いことだと思う∧ しかし、すべての医額  

912  
機関で同じレベルの提供ができるのか不安。また、全ての後期高齢者を対象とするとなると、  

医撰機関へ大きな負担がかかるのではないか。年齢制限は設けす素数とすれば負担も減り支援  

料も不要になると患う。   

913   
事前に死を自覚したら気持ちの持ち方が重要だと思う。その時専門的な方との話し合いは大切  

なことです。   

914   
患者やその家族が納潤した上で治療を行うことl．医療の一・つだと児う。支援料が何のl］的でど  

のように使われるのかよくわからない。また、75才以上と年齢制限は必要なのか（．   

9ほ  75歳以上ではなく、65歳からでもいいぐらいだと思う。   

支援料については、終末期治療の話し合いは当り前のことだと考えていたので、それに対して  

916     相談料が医療機関に支払われるというのは、違うような気がしました。また、人の終末期に年  

齢は関係ないと思います（勉強不足で導入されたこの制度そのものを知りませんでした）．，   

診療費の金額がわからないが、その金郁に担った内容なら、支払うことはできると思う。病院  
9t7  

仰の点数稼ぎの可能作も考えてしまうり   

・125・  －126－   



問11後期ホ齢者終末期相談支檀料についての意見   

・高齢者に対してお金（税金）を使いすぎていると剛、ます。・もっと今から生まれてくる赤  

934  

ちゃんの為に、確婦人科の支援をして欲しいと思います。もし不運にも死産した場合に、医師  

が高額の賠償金支払うケースがあると一乾し、ますが、そこに税金を使って医師のリスクを減らせ  

ばもっと産婦人科の医師が増えると思います 
終末期をどう過ごすか、本人は電，ちろん家族几とても不安なので、相談でき、更に支援料が導  

935  
人されるのはありがたいことだと思う、   

り36  隼齢区分ii関係なく、死を迎える前までの話し合いは専門的知擁を交えて必要と思う。   

75才の基準に一）いて、例えば病状によって75才以下でも文書で取りまとめる必専があるようで  

937     あれば、実施するべきだと考える。また、75才以下に支援粋がかかるのかどうか、知りたい‖  

t）しもかからないならば、75才以L二に算定されるのはおかしいと思う 

938  75歳以トではなく、身寄りのない方や相談料支払いの困難な方を対象にしたらいいと思う。   

間1】後期高齢者繊末期相陳支檀斜についての意見   

実際どのくらいの費用がかかるのかわかりませんが、それが払え／ごいが為に本人の希望が1串ら  

91日     なかったり．幣うような生活が送れなかったりするのでしたら、支払い囲維な人に限り支援叫が  

あれば良いと思います。   

【‖り  75歳以1二の高齢者に限定しないカがいいと。賢いモす 

920  よく理解できていないので、意見が言えません‘，   

終よ期を迎えた方について、その病状や治療ム■法、過ごしノノにつし、て十分話し余1二とH良い  

ことだと一冊う。しかし、その相談や丈斉の取りまとめが有料になると言うのはどうかと根う  

92l        文書にまとめないことにより間劇が起こったり、それを百科にしないと医療機関に負担か一重二し 

たり、十分な相談が右えないということであ1tげ化んがないと配うが、それならば年齢H制限  

するペきでほないと思う（   

自分の考えや家族の考えを相談できることはいいことだと思います，みんながストレスろ・たオ  

922  ない為にも医師や看護師さんと〟）つながりの為にもいいと似い去す 

現在の老人の方ほ今までたくさん保険なとで固から捕幼がきていたので．二れからの人jきJ）為  

923     に負担してt▲らいたい。釆／ユ要は（40代）守ってくれる子世代が少ないので、相当／ご負担ト’な／）  

てくるから。今から国で考えていて欲しいです。   

924  75才以1二と年齢を限定すること事態納得できません。何故75歳以1二わのか‘7   

このように制度化しなければ今まで供師達ほ十分な詣し合いや文章の倍供を打っていなかった  
925  

のか・■・？と疑問を抱いた。支援料がなくとも、医標機関佃‖ま当然成すペきことだと．印、う、′   

終末期相放支援料は初めて円にすること‾ごす。軋は延和ま希望していません。できれば王で終  
926  

りを迎えたいと考えております。   

927   

このような取組を行うに当たり、拘束する時間とチ間を考えると設定寸る金額が少なすぎると  

思うし、制限が多すぎて何の掛こ増人した制度なのか、理備に苦しみます，   

義父と実母を掛Jて亡くしていろいろと考えることが多くありましたハ 煤と娘と二つの、7．軌こ  

克った時、話し合いの難しさ、自分の立場の難しさ、詳L合いなど役に立たなかったと．1さ～、つた  

辛い日々（今回のアンケートに冷附こ判断し答えられない今の私を惰りなく申し訳なく射って  
928  

る方、介護する方の私が精神的に参り病院通いの日々でした．】返†銅；遅れり7し訳ござい。tせん  

でした〕   
自分ほ今健康なので、現実味はないのですが、いつ病気になるかわからないので、75才とし、う  

930  l】本におけ5老人の割合が増えたので、仕カがないと思う 

おります、、死の旅に出る患者、送る家族、現実にプチl当った時、埋観でiiない何かがあり、送  

933  先々を見すえて山したお【射）行軌ほ卍高柳できますか、仇7ノ朋掛、 929     ラインほ引かすに何歳でも対応できるようにした方がいいと一幣いますノ    √  93l  良いと思う  93ニI  相談支援料は必誓だと思いま1‾。家族t，なく 人暮らLJ）多い高齢者烏多く、隼㊥だl†rノ）二1   活は大変ですり    、  ．．＿▼＿」   
＿12畠－  

［：垂享］  

間j． 貴院の診療科目について按当ナるものを全てお選びください。（○はいくつでも）    なお、貴院が一膨療所で複数の科目を漕ばれた場合、主たる診療科日の番号せご記入ください。  平成20年度鯵事轍酬改定幅巣検証に係るれ董（厚生労■雀委託書集）  

後期高齢者終末期相鉄支援料の井定状況に係る調査  
網 査 票  

川 内科  10 アレルギ・一科   19 小児外科  28 作柄科  

02 呼吸器科  1Ⅰリウマチ科  20 産婦人科  29 ニうl甘科  

0〕消化器科（胃腸科）12 外科  21廃村  ユ0 レ、ヒリトン了ン科  

肘 循環器科  13 整形外科  2Z 婦人科  ユⅠ放射線科  
U5 小県科  14 形成外科  23 眼科  3三 昧酔科  

（旭 瑞相科  15 1さ容外科  241r患いん∴う科   ユ3 僻事斗  

∩7 沖美婆科  Ib 脳神経外科  ヱ5 曳く管食道科  ）4 鳩山師科  

0只 神経内科  け 呼吸器外科  26 皮膚科  ユ5 小児歯科  

0（）心棟内料  IS 心腱血管外事斗    27†必尿器料  jb 附科創作外f斗  

（複数〟）診療科目を選ばれた一般診療所のみ）才三たる診療科目の番号をご記入ください →  

間4． 鼻院において∬枚基準の届出をしているものとして膝当するものをお選びください．（○はぃつ）  

0Ⅰ在宅擦養支援診城所    0ヱ 在′と療養文壇病院  05 01・02の南1出無し  

●特に指示がある場合を除いて、平成20年10月1日現在の状潔についてお答えください。  

●数▲を記入する椚で、蝕当する方暮が■い場合は「OJ（ゼロ）をご記入ください。  

●本■霊＃のご記入日・ご記入書lこついて下轟にご記入下さい。  

】闊査震ご紀入日  平わモ20年（    ノ ブ‡（   ）Fl   

ご記入担当者名  
連絡先電話書号  
連絡先FAX♯号  

■絶末期の■■方針■の指し合いの責t状況についてお叩いします。  

■★眈の概況についてお門いし手す。  

間コ， 書院の開設者について按当するものをお選びください。（○は卜つ）  

帽ト㌢iサ鴨省側）‘′行踏法人ヨ17病院機構J叫、／穴子▼去人恥／†r赦扶人労働片静境域朋欄欄り∴亘射  

公的l王瞭f後閑〔都道昭県，JIF†付F」ノ不磨1二き」巨袖】温子l余＊篭湖け申す農軋聖埠鴫輿障・1体ポ・†；ミ）  

Ⅰ士会保険間悌Lれ†も（ケ項トき保醸牒二：千旦fr∴叫i一語掌鑑振興甘銭，仁11ゝ妬J【坤廓†左隣祁l′ナt†腐組合畑」犠庸1‡、陸川、ナ  

匪棺法人  
側／、  

そ爪他tノ＼益び∴，了拍〉J′、‡l諾鶴見？J、／、引喩㌣協♪IIJ7－他′、了い  

⇒憫20（t姓工）へお▲みください   

【†用6で、話し合いを ■02果施している」と回答された施設のみご記入ください【】   



稚魚 絆兼期の鯵  うえヤ、虜■と凛  じていることがありました  
らÅ彿にご七人〈ださい  

間13②75■以上で文書提供した▲暑が0人と回書された九敗は間20（義轟T）へお1みください。  

■生期嘉納書縫末期相■支擾料の算定状況書についてお伺いします。  

■♯末期の■■方針■の静し削、結果をとりまとめた丈■の攫供状況についてお小机、します。  

※ 後期高齢者終末期頼政支援料は、平成ヱ0年7月1日よ  り凍結措置が講じられていますが、平成20年6   

月ユOl」までに、後期高齢者終末期相談員撰料に係る文書等の提供を行った場合については、当抜文書等   
の提供を行った愚者に限って、平成20年7月l日以降も、診礫報酬を算定することができます－ 

【関川で、「0ユ算定した」と回答された施設のみご記入ください】  【間10で「O一倍供していない」  と回答された施設のみご記入ください。】  

♯鳶期の相方珊瑚黒ぬづ暮嘩め栄樹野i削軸 をお欝びください。価モの伽輔しだ恥具体的松内♯沌犬しでください．（0は  
いくつでも）  

01これまで患者や家族から文書提供の車望が出されなか／）たから  

02 文削ヒを意欄することで、効果的な話し合いが行えなくなるから  
Oj 話し合いでは、息者や家族の反応をみながら吉葉を凛び慎曳に伝えるが、同じようなニュアンス  

を文書で伝えることは難しいから  
04 その他→下■に人体的に記入してください  

劇lふ’軸摘如一崩まセに撞婦榊薩♯兼紳輔支離醸し慈鳥書のうち、涙  ′ 期鵬味方針等¢篇細い軌こ、網状が旭した♯食榊緻方㈹ま時の鵬  
め♯豊響が†不■J－tたはr柵であった者の人■を珊入く  

⇒間20（t♯貫）へお遭みくださ  

【間10で、「02－【部の許し合い結牒について提供している」または「03 全ての話し合い結果につい  
て提供している」と回答された施設のみご記入ください」  

い  

チ上で、蔚■と■じていること  
がありましたら、具体的kご記入くだか、．   

一13l－  －1〕2一  

礫割高か者静夫榊鱗支■粁の点数・算定事件執ごついて改書すべき点がありましたも、具体的に  
ご町ください．  

鮫闘は以上です。ご協力まことにありがとうございました。  
記入■れがないかをごヰ牡の上、12月198（■）までに円封の遭信用封≠に入れてご投函ください。   

■t期嘉廿書縛末期相■文壇＃l＝ついてお仰いします。   
けべての九牧でご回書ください．】  

ぅでも）  

Ol診療報酬で評価することは妥当である  

02 終末期の話し合いむ診療報酬で評価することは妥当だが、話し合いの結果の文書提供を算定要件と  
すべきでない  

Oj 75歳以上に限定せす実施すべきである  

餌 終末動こ限らず病状の急変や診療方針の変モ等の話し合いを評価すべき  
05 後期高齢者終末期相続支援料の点数（2加点）が高すぎる  

06 後期高齢者終末期相談支援料の点数（200点）が低すぎる  

07 診療報酬で評価するのは時期尚早である  

08 t〉ともと診療報酬によって評価する性質のものではない  

09 後期高齢者終末期相談支援料を知らない  

10 その他  



平成20年度糾問改定幅果♯鉦に係るれ壬（す生労■雀委耗事t）  

終末期の診療方針書の惜し合いに関する椚査  
事 例‡円 主 翼   

■平成20年4月1日－g月30日までに、★鏡において、♯末期の絨方針書に関する髄し合いを綿   
した■書付、1人につき1丁ずつ、担当の■卿）   
空走がご記入ください。  

●▲書楕の年かや、繍期柵書終末期相麒支納の責定の■■にかかわらず．■董対t期間lこ縛末期の鯵   
■方針■に関する話し合いを行った▲著樺全てが対tとなります。  

■綿は、▲書樺やご豪族lこは、決しておよしにならないようお■いいたします。  

間3 聴し合し、の■の▲書やご書換の糠子についてお伺いします。  

く1）言占L合いについて、患者様およびご家族け、それぞれどのように受け汗才）ていたようでしたか。話し合い  

直後のことを思い出して1‖I答してくださいい話し合いを何度か行った場合にほ、最後の話し合い後の様子  

に／）いてi，答えくださいl話し合し、を担当された方が院内にいないなどの理由で、許し合い直後の様f・が  

わか〔）／亡い場合「わからない」をi撃んでくだ、きい。（○はつ）  

D患者様本人の様√  

01話し合／）てよかったと感じていているようだった  

02 どナノらかといえば、話し合ってょかったと感じていているょうだった  

Oj どちらカーといえほ、話し合わなけれはよかったと感じているようだった  

04 話L合わなければよかったと感じているょうだった  

05 わからない  

0（〉 本しIi話し合いに同席Lなかった  

り）★院の施設コード  

♯鷺紋■の畿繊のコ【－ドモーiだしてください．  

（2）本巣の記入者   01 音譜師   0コ 医師   Oj その植   

間1 当汝■肴樽の1性・状♯■についてお伺いします。  

（り患者穫の年齢と性別   （  ）歳  男 ・ 女   

（2）話し合い時の療兼状況   Ol般病棟 02療養病床 03外来通院 0木精閻診廟   

（ユ）主斗網（番号）   

蝋劃■の痍■ヨ一対陀”れてくたきい．  

（4）撞期ホ■蓉終来期相麟支縫製の算定  Jl算定した  02算定していなし   

②ご家族の様／ 

Dl話し合ってよかったと感じていているようだった  

0ユ どららかといえば、話し合′〕てよかったと感じていているようだった  

0）どちらかといえば、話し合わなければよか′）たと感じているようだった  

04 許し合わなければよか一ノたと感じているようだった  

05 わからない  

0¢ 家族は話し含いに同席しなかった  

間2 t蓋し合いの状況についてお向いします。■■た■■に暮づいて記入してください．  

（l）詳し合いの臥付  ／  

・時間  時間（約）ウ〉  時間（釣 ）分  時間（約 ）分  時間 し組 1分   

（すべての日付）  

（2）頓し合いに暮加した  01患者横木人   05 白院の看護職貝 OR薬剤師  12そ叫也職R   

ことがある●穫  02親族  06他院の看護職員 09社会福祉ナニ 】ユそ即†也   

（ナべてに○）   03日院の医師   07れ間者護八子ノレ 】u介謹疇個  

糾他院の医師  の看護職員  ‖事拷磯貝   

（3）騎し合いの内容  0】予測される病状の変化   

1（0はいくつでも）  02 柄状の変化に対応した医療1▼ノ）対処方法の説明  

0ユ ご家族にかかる臭i体的負揮の淡漸  

04 療養場所についての相談・ポ，－肇  

05 介護や勺二．清支援に一九、ての相談・希望  

0（〉 延命に関する軸欽・麻里  

07 費用に・ノいて〔り榊炭・希望  

08 最期の時折迎えんの相談・特筆  

09 その他  

〔 

且帆二  

〕   

（2t 話し合し、が、患者悸・家族へ皐，たらした影響について、当てはまるものを今てお選びください。及ぼした  

影tが．酎、出されない場合は、【10特になし」を選択してくださいむ  

Ol イく安が軽減されたようだった  

02 患者様にとってよりよい（臼分らしい）決定に生かされたようだった  

0〕愚者様と家族の間で聴いが共有されたようだ／」た  

（川 床城提供者への信頼か深まったようだった  

05 医療提供者への不信感をもったようだ′Jた  

Ob 愚者様の元気がなくなったようだった  

07 家族の悲しみが深まったようだった  

08 迷いや混乱がノⅠ一したようだった  

（均 その他  

只体的に  

〔  
10 特にな【  

し農血J、続きよ1「  

▼116－  

問4 【間3で101史書等の提供を希望する⊥ と回答された方にうかがいます】文書等の提供を  

希望する理由をおi筆びくださいっ「05その他」の場合には、具体的な理由についてご記入くださ  

い。（○はいくつでも）  平成20年度鯵療報酬改定結果検証に係る鯛査（厚生労働省委托事業）  

終末期の治療方針等についての話し合いや   

文書等の提供についての意識調査  

q】説明を受けたことについて、後で確認したいから  

0三 給し合った方針を、後で確認したいから  

0ユ 参加できない家族も含め、家族で今月で、話し合いの内容を共有したいから  

（洞 医療側にも、合意」た内容を共有してほしいから   

05 その他  

具体的に  

〔  

間1あなたは、ご自身が1い鋼気などで、治る見込みがない状況になったとき、その後の病状の   

変化や過ごし方について、医師や■護臥その他の医♯従事者と結し合いを行いたいですか小   
話し合い時点で、あなたの意札は、はっきりしていると想定してください。（ロは1′り  

0】詣し合いを行いたい    ⇒間2へ進んでください。  

02 話し合いを行いたくない  →問6へ進んでください。  

0∋ わからない  ⇒間7へ進んでください。  ⇒間7へお進みください。  

間5【間3で「02 文書等の提供を希望しない」と回答された方にうかがいます】。文書等の提供を  

希望しない理由をお選びくださいb rO7その他」の場合には、具体的な理由についてご記入くだ  

さい。（○はいくつでも）  

問2 【間1で「0】話し合いを行いたい」と回答された方にお向いします】医師や看謹臥 そIJ   

他の医療従事者との惜し合いの内容として、具体的にどのようなことを希望しますか「09そr   

他」の場合には、具体的な理由についてご言己入ください。（こ）はいくつでも）  
0】文書等の作成を前提とすると、十分な話し合いが行われなくなる恐れがあるから  

02 文書等に残すと、病状や今後のことなどが不安になりそうだから  

03 文書等の作成は、延命措置の中止などの意思決定を迫られるような気がするから  

04 文書等に残すと、気持ちや状況がかわった場合に、変更できないような気がするから  

05 文書等には、通り一i靂のことが書かれるばかりではないかと考えるから  

06 医師、看護師、その他の医療従事者との関係がギクシヤクするかもしれないから  

07  

0】子調はれる病状の変化（病気の経過とと†）に起こりうる諸症状や身体機能の変化、日常生活へぴノ文庫  

など）の説明  

02 病状の酎こに姉訂した医療上の対処方法〔症状の媛軋苦痛グ）除去などの医療杓処置）♂）説明  

03 家族にかかる具体的負担の鋭明  

04 療養場所lこついての相妓・希甲  

05 介護や生活支蝶についての相鉄・桁軍  

Ob 延命に関する相談・希望  

07 費拝＝こついての相談・希望  

個 最期グ）暗グ）迎え方の相談・希望  

⇒間7へお進みください，   

間：う あなたは、医師や看護臥その他の医療従事者と話し合いを行√Jた場合、結し合いの内容を  

とりまとめた文書響の捷供を希望しますか（、（○は1つ）  

⇒閻4、庶人rく「亨－、   

」間5へ遮ノし 亡く／   

÷閻フー、】！－′レー′ ■二1し  

Ol史書等グ）僚供を希甲寸る  

02 文書等の作供を希望しノ了し  

り1 どちJJとl）いぇ4ハ  



間6 【開】で、その後の病状の変化や過ごしカについて、医師や有言隻師、その他の医療従事者と   

「02 言責し合いを行いたくない」と回答された方にお伺いします】話し合いを行いたくない理   

由をお選びください。「09その他」の場合には、具体的な理由についてご記入くださいジ（○は  

いくつでも）  

間9 平成20fI三4月に、後期嘉■書轟末期相麟支攫料1が導入されました。これは、重い病気で、  

治る見込みがない患者に対して、その後の病状の変化や過ごし方について、医師や看護師、そ  

の他の医擦従謳吾が患者及びその家族とともに患者の十分な理解を得るために押し合いを行い、  

その内容を文書等にまとめて提供を行った場合に、公的医探保険から医標機関に支払われるfFl   

談料で、75歳以上の方を対象とするものです。相談料の設定を、75▲以上という年■に■   

定することについて、あなたはどのようにお考えになりょすか。（○はlつ）  

潅後メ臥稿締着終末期相談支援料についての言草しい説明は、最終ペーージをご参照ください。  

0】治療方針を相談できる人、相続したい人が他にいるから  

ロコ 医師や看護師、その他の医療従事者の説明を「分に理解できないと思うから  

03 自分の意見がうまく伝えられないと恩うから  

一拍 意思や希望を聞かれてl、、巨】分では決められないと一幣うから  

05 話し釦、の結果、自分が望まない銅＝こ決まってしまうかもしれないから  

06 話し合う必蓉性を感じないから  

07 病状や今後のことを知るのがこわいから  

0持 家族に心象三をかけるから  

09 その他  

0175歳以卜という年齢庄分が妥当だと思う  

02 年齢区分は必要であるが、別の隼齢区分を設けるペき ヰ1体的に（  ）  

0ユ 年齢区分は必要ないと思う（年齢により対象者を決めるペきでない）  

04 わからない  

⇒悶11へお進みください。  

問10 1問7で「02 診療費が支払われることは好ましくないJと回答された方に伺います】な  

ぜそのようにお考えですか。理由をご記入ください。  

開7 【全ての方にお伺いします】医師や看護師、その他の医療従事者が、重い病気などで治る見   

込みのない患者との間で終末期の治療方針についての十分な話し合いと文書等の提供を行った   

場合に、公的■■保醜から匿靡■Hに対して相■科が支払われることを、あなたは、どのよう   

にお考えですか。話し合い後に文書等の提供を受けた患者は、相談料として診棟費の一部角担  
を支払うことになります。（○は1つ）  

問11【すべての方に何います。】平成20年4月に、牡期嘉廿書♯末期相す支攫鶉※が導入さ   

れょした。これは、重い病気などで、治る見込みがない状況となった患者に対して、その後の   

病状の変化や過ごし方について、医師や看護師、その他の医療従事者が患者及びその家族とと   

もに患者の十分な理解を得るために話し合いを行い、その内容を文脊等にまとめて提供を行っ   

た場合に、公的医療保険から直擬機関に支払われる相談料で、75歳以上の方を対象とするも   

のす。あなたは故期暮齢書♯末期相麒支援凱こついて、どのようにお考えですか。ご意見を自   

由にお書きください。  

※後期高齢者終末期相談支援料についての詳しい説明は、最終ページをご参照ください。  

01診療費が支払われることは好ましい  

02 診療費が支払われることは好ましくない  

03 どちらともいえない  

⇒間8へお進みください  

⇒間10へお進みください山  

⇒閤11へお進みください。  

閉8 【間7で「01診療費が支払われることは好ましいJと回答された方に伺います】なぜその  
ようにお考えですか。理由をご記入ください。  

暮あなたご自■のことについてお伺いし辛す。   

問12 あなたの性別はどちらですか。  

01男惟  02 女性  

間13 あなたの年片をご記入ください。   

可   l歳（平成20年10椚日紬  

・】40－   ・139－  

閏14 あなたは、医療・介維関係で、患者さんやそのご家族と直接対応する仕事に就いたことが   

ありますか。現在、過去含めてお答えください。  

①医療関係の仕事（○は1つ）  

01ある  02 ない  

②介護関係の仕事（○は1つ）  

01ある  02 ない  

間15 あなたやご家族の方で、遇去5年くらいの㈹に、ホ気やけがで入鏡したことがある方はい  

らっしやいますか。（○は1つ）  

0】自分が入院した   

02 家族が入院した  

0）自分、斉族ともに入院した  

04 その他（   

05 わからない   

0‘入院したものはいない  

間16 あなたは、■去5年くらいの憫に、身近で、大切な方を亡くした経験がありますか。（○は   

いくつでも）  

01家族を亡くした  03 友人を亡くした  

02 親戚を亡くした  別 姓験をしていない  

間17 間16で「0Ⅰ家族を亡くした」～rO3 友人を亡くした」と回答された方に伺います。そ   

のとき、終末期の話し合いに参加されましたか  

01き加した  02 さ加しなかった  

「▲期幕仙書♯末期相麒支檀鋼lこついて」（●肴）   

● 平成20年4月の診療≠酬改定に上り、職期ホ鈴音終末期相鮫支援料」（200点）として、患者本人と医  

師響の医療従事者が終末期の診療方Iト軌こついて話し合いを行い文書をとりまとめた場合の評価が薪投さ  

れました。  

● これは、‾般的に艶められている医学的知見に基づいて終末期であると医師が判断した患者について、医師  

や看護師、その他の医療従事者が共同し、息着とその家族等とともに、診療内容を含む終末期におけるま養  
について、患者の十分な理解を得るた捌こ話し合いを行い、その内容を文書等にまとめて提供した場合に患  
者1人につき1回に限り算定するものでナ。  

● 算定するのは1回のみですが、話し合いは何度行ってもよく、話し合いの内容をとりまとめた文書等につい  

ても何度でも変更することができます．  

● 顕し合いの内容は、現在の病状、今後予想される病状の変化に加え、病状に基づく介護を含めた生活支援、  

病状が急変した場合の治療等の希望、そして急変時の搬送の希望などです。また，患者の自覚的な意思を書  

暮し、終末期と判断した息着であっても、医師は患者に意思の決定を迫ってはならないときれています。  

● なお、この後期高齢者終末期相隣支援料は、平成20年7月1日より横紙塘燈が講じられています。  

ご協力ありがとうございました。  

㊤  




